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7 早期審査 
 

一定の要件を満たす意匠登録出願について、所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」が

提出され、選定の結果、早期審査の対象となった案件については、審査官はすみやかに審査を開始し、そ

の後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。 

 

意匠登録出願の早期審査及び早期審理のためのガイドライン 

 

7.1 早期審査の対象となる出願 

 以下の①、②又は③の要件を備えた意匠登録出願を早期審査の対象とすることができます。ただし、

令和元年意匠法改正により新たに保護対象となった建築物及び画像に係る意匠並びに内装に係る意匠

のうち、画像に係る意匠については②のスタートアップによる出願である場合において早期審査の対

象に含みますが、①及び③の要件を備えた意匠登録出願においては、審査品質の確保のためにより広

範なサーチや慎重な判断が必要となるため、当面、早期審査の対象外とします。また、令和元年意匠

法改正により可能となった複数意匠一括出願手続に基づく意匠登録出願については、複数意匠一括出

願手続の番号（意願○○○○－３○○○○○）では早期審査の申出をすることができません。意匠ご

との出願として出願番号が付与され、その出願番号通知を受け取った後に、意匠ごとの意匠登録出願

について早期審査の申出をしてください。 

 

①権利化について緊急性を要する実施関連出願 

 出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者（ライセンシー）が、その

出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のい

ずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。 

(i) 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又

は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合 

(ii) その出願の意匠の実施行為（実施準備行為）について、第三者から警告を受けている場合 

(iii) その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合 

 

②スタートアップによる実施関連出願 

スタートアップが出願人自身又は出願人であるスタートアップからその出願の意匠について実施許諾

を受けた者（ライセンシー）が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めて

いる意匠登録出願であること。 

また、スタートアップ対応早期審査では、実施関連出願について、一次審査結果通知前に行う面接を

通じて戦略的な意匠権の取得につなげ、早期審査のスピードで対応することで、質の高い意匠権を取

得できるようにします。 

面接時には例えば以下のとおり行います。 

・出願人側応対者は、事業における出願の位置付けを説明します。 

・審査官は、面接時までに把握した明らかな拒絶理由があれば、概要を説明します。 

・審査官は、拒絶理由を解消するために、出願人のとり得る対応を示すことができる場合は、積極的

に補正、分割等の示唆をします。 

 

(i)スタートアップによる出願 

スタートアップによる出願とは、出願人の全部又は一部が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する

ものです。 

 

(ア)その事業を開始した日以後１０年を経過していない個人事業主 

(イ)常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者

https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/document/isyou_soukisinri/isyou_soukisinri_202503.pdf
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にあっては５人）以下で設立後１０年を経過しておらず、かつ、大企業（資本金額又は出資金額が３

億円以下の法人以外の法人）に支配されていない法人 

(ウ)資本金の額又は出資の総額が３億円以下で設立後１０年を経過しておらず、かつ大企業（資本金額

又は出資金額が３億円以下の法人以外の法人）に支配されていない法人 

 

(ii)実施関連出願 

実施関連出願とは、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めているものです。 

 

③外国関連出願 

 出願人が、その出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意

匠登録出願であること。 
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7.2 早期審査の申出手続 

 早期審査の申出には、早期審査の適用を受けようとする意匠登録出願毎に１通の「早期審査に関す

る事情説明書」の提出が必要です。なお、提出書類は、特許庁に受理された後は返却されません。 

 

（１）提出者 

   出願人 

 

（２）提出方法、提出先 

(i) オンライン 

(ii) 特許庁受付窓口 

(iii) 郵送（封筒に「早期審査に関する事情説明書在中」と表示して、特許庁長官あて） 

窓口の所在地及び郵送先については➔「17 意匠に関する問い合わせ先一覧」「p.170] 

 

（３）提出時期                                              

  意匠登録出願の日以降いつでも提出できます。 

※令和元年意匠法改正により可能となった複数意匠一括出願手続に基づく意匠登録出願について 

は、複数意匠一括出願手続の番号（意願○○○○－３○○○○○）では早期審査の申出をするこ 

とができないため、意匠ごとの意匠登録出願に係る出願番号通知を受け取った後に提出できるよ 

うになります。 

  なお、審査スケジュール表を特許庁ホームページで公開しています。  

   （https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/status/ishoto.html） 

 

（４）手数料                                                

  早期審査の申出手続には、手数料を必要としません。 

 

（５）提出書類の補充 

  提出した「早期審査に関する事情説明書」の補充を行う場合は、「早期審査に関する事情説明補充

書」）で行います（様式⑦、様式⑧）。 

 

（６）様式一覧 

 

    書面の場合  オンラインの場合 

 実施関連出願  早期様式①  早期様式② 

 スタートアップによる出願  早期様式③  早期様式④ 

 外国関連出願  早期様式⑤  早期様式⑥ 

 早期補充書  早期補充書様式⑦  早期補充書様式⑧ 

  

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
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7.3 早期様式①（実施関連出願・書面手続） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

   (【提出日】 令和 年 月 日) 

  【あて先】 特許庁長官    殿 

  【事件の表示】 

   【出願番号】 

  【提出者】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】            

   (【電話番号】) 

  【代理人】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】            

        (【電話番号】) 

  【早期審査に関する事情説明】 

    １．実施状況説明 

     （１）実施行為（実施準備行為）の特定 

     （２）実施行為（実施準備行為）の開始時期 

     （３）意匠の実施行為（実施準備行為）を示す資料 

    ２．緊急性を要する状況の説明 

    ３．先行意匠調査 

    ４．自己の意匠登録出願中の意匠の記載 

     （１）出願番号 

  【提出物件の目録】  

   【物件名】 
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7.4 早期様式②（実施関連出願・オンライン手続） 

  

  【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

   (【提出日】 令和 年 月 日) 

  【あて先】 特許庁長官    殿 

  【事件の表示】 

   【出願番号】 

  【提出者】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】 

    (【電話番号】)  

  【代理人】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】 

         (【電話番号】) 

  【早期審査に関する事情説明】 

    １．実施状況説明 

     （１）実施行為（実施準備行為）の特定 

     （２）実施行為（実施準備行為）の開始時期 

     （３）意匠の実施行為（実施準備行為）を示す資料 

    ２．緊急性を要する状況の説明 

    ３．先行意匠調査 

    ４．自己の意匠登録出願中の意匠の記載 

     （１）出願番号 

  【提出物件の目録】  

   【物件名】 

  【添付物件】 

   【物件名】 

   【内容】 
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7.5 早期様式③（スタートアップによる出願・書面手続） 

 

  

 

【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

(【提出日】  令和  年  月  日 ) 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

(【電話番号】) 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

(【電話番号】) 

【早期審査に関する事情説明】 

１．スタートアップであることの説明 

２．実施状況説明 

（１）実施行為（実施準備行為）の特定 

（２）実施行為（実施準備行為）の開始時期 

３．面接対応希望（要・不要） 
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7.6 早期様式④（スタートアップによる出願・オンライン手続） 

 

 

 

【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

(【提出日】  令和  年  月  日 ) 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【事件の表示】 

【出願番号】 

【提出者】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【電話番号】） 

【代理人】 

【識別番号】 

【住所又は居所】 

【氏名又は名称】 

（【電話番号】） 

【早期審査に関する事情説明】 

１．スタートアップであることの説明 

２．実施状況説明 

（１）実施行為（実施準備行為）の特定 

（２）実施行為（実施準備行為）の開始時期 

３．面接対応希望（要・不要）  
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7.7 早期様式⑤（外国関連出願・書面手続） 

  

 

  【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

   (【提出日】 令和 年 月 日) 

  【あて先】 特許庁長官    殿 

  【事件の表示】 

   【出願番号】 

  【提出者】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】            

        (【電話番号】) 

  【代理人】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】               

      (【電話番号】) 

  【早期審査に関する事情説明】 

    １．日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示 

     （１）外国特許庁名 

     （２）出願日 

     （３）出願番号 

     （４）証拠の表示 

    ２．先行意匠調査 

    ３．自己の意匠登録出願中の意匠の記載 

      （１）出願番号 

  【提出物件の目録】  

   【物件名】 
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7.8 早期様式⑥（外国関連出願・オンライン手続） 

 

   

  

【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

   (【提出日】 令和 年 月 日) 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

 【出願番号】 

【提出者】 

 【識別番号】    

 【住所又は居所】  

 【氏名又は名称】 

  （【電話番号】） 

【代理人】 

 【識別番号】    

 【住所又は居所】 

 【氏名又は名称】   

 （【電話番号】） 

【早期審査に関する事情説明】 

   １．日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示 

    （１）外国特許庁名 

    （２）出願日 

    （３）出願番号 

    （４）証拠の表示 

   ２．先行意匠調査 

   ３．自己の意匠登録出願中の意匠の記載 

    （１）出願番号 

【提出物件の目録】  

 【物件名】 

【添付物件】 

 【物件名】 

 【内容】 
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7.9 早期補充書様式⑦（書面手続） 

 

 

  

 

  【書類名】 早期審査に関する事情説明補充書 

   (【提出日】 令和 年 月 日) 

  【あて先】 特許庁長官    殿 

  【事件の表示】 

   【出願番号】 

  【提出者】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】            

   （【電話番号】） 

  【代理人】 

   【識別番号】    

   【住所又は居所】  

   【氏名又は名称】            

   （【電話番号】） 

  【補充の内容】 

  【提出物件の目録】  

   【物件名】 

   

    

    



7. 早期審査 

83 

 

7.10 早期補充書様式⑧（オンライン手続） 

     

  

【書類名】 早期審査に関する事情説明補充書 

 (【提出日】 令和 年 月 日) 

【あて先】 特許庁長官    殿 

【事件の表示】 

 【出願番号】 

【提出者】 

  【識別番号】    

 【住所又は居所】  

 【氏名又は名称】  

   （【電話番号】） 

【代理人】 

 【識別番号】    

 【住所又は居所】  

 【氏名又は名称】 

   （【電話番号】） 

【補充の内容】 

【提出物件の目録】  

  【物件名】 

【添付物件】 

  【物件名】 

  【内容】 
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説明 7.1.1 事情説明書の記載事項（書誌的事項） 

 「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」の書誌的事項の

記載要領は以下のとおりです。 

 

記 録 項 目  記 載 要 領  

【事件の表示】 

 

 

 

 

 

・ 「意願○○○○－○○○○○○」のように意匠登録出願の番号

を記載します。また、願書と同時に早期審査に関する事情説明書

を提出する場合は、「令和○年○月○日提出の意匠登録願」のよ

うに、その意匠登録出願の年月日を記載するか、又は「別添願書

写しのとおり」と記載し、当該意匠登録出願の願書の写しを添付

します。なお、令和元年意匠法改正により可能となった複数意匠

一括出願手続に基づく意匠登録出願については、意匠ごとの意匠

登録出願に係る出願番号通知に記載された番号を記載します。複

数意匠一括出願手続の番号（意願○○○○－３○○○○○）は記

載しないでください。 

【提出者】 

【代理人】 

・ 識別番号の通知を受けていない場合は、【識別番号】の欄を設け

る必要はありません。 

・ 【住所又は居所】の欄の住所の次には、可能な限り、提出者又は

代理人の有する電話番号も記載してください。 

 

 

 

説明 7.1.2 事情説明書の記載事項（実施状況説明）（様式①、②） 

 権利化について緊急性を要する実施関連出願であることを理由として早期審査の適用を受け

ようとする場合は、「早期審査に関する事情説明書」の「実施状況説明」の欄には、以下の要

領で記載します。 

記 録 項 目 等  記 載 要 領  

実施行為（実施準備行為）の

特定 

 

 

 

 

・ 出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を

受けた者（ライセンシー）の日本国内での実施行為（実施準備行

為）が、当該意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡若しくは

輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展

示を含む。）のうち、いずれに該当するものであるかを特定して

記載します。 

実施行為（実施準備行為）の

開始時期 

・ 実施行為（実施準備行為）がいつからなされているかを記載し

ます。例えば実施行為（実施準備行為）が製造の場合、“令和○○

年○○月○○日より製造中”のように記載します。 

 

意匠の実施行為（実施準備行

為）を示す資料又は物件 

 

・ 例えば意匠の実施を示す製品カタログ、新聞、雑誌、図書等の資

料（コピー可）又は製造品の物件（写真可）を提出します。 

・ 実施の準備の状況の説明においては、実施の準備の具体的な内

容、時期を明らかにし、その準備を進めていることを特定するに

足る具体的な実施計画書、準備作業等の行為を示す資料又は物件

を提出します。 

・ なお、「早期審査に関する事情説明書」は、登録後に閲覧可能と

なります。上記の説明において、その状況を明らかにするために

営業秘密を示す必要がある場合は、ヒアリング等において明らか

にする旨の表示をして、当該営業秘密の記載を省略することがで

きます。そのヒアリング等の内容については公開しません。 
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説明 7.1.3 事情説明書の記載事項（緊急性を要する状況の説明）（様式①、②） 

 権利化について緊急性を要する実施関連出願になることを理由として早期審査の適用を受け

ようとする場合は、「早期審査に関する事情説明書」の「緊急性を要する状況の説明」の欄に、

以下のいずれの場合に該当するかを明示し、これにより緊急な権利化が求められている状況を

詳細に説明します。 

 

（１）第三者が許諾なくその出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施してい

るか、又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合、原則として(ⅰ)第三者、(ⅱ)

第三者の実施行為（実施準備行為）、(ⅲ)第三者の実施行為（実施準備行為）の開始時期、(ⅳ)

第三者の実施行為（実施準備行為）を示す客観性のある資料又は物件を明らかにします。 

 

（２）その出願の意匠の実施行為（実施準備行為）について、第三者から警告を受けている場合、

原則として(ⅰ)第三者、(ⅱ)第三者の警告行為、(ⅲ)第三者の警告の時期、(ⅳ)第三者の警告行

為を示す客観性のある資料又は物件を明らかにします。 

 

（３）その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合、原則として(ⅰ)第

三者、(ⅱ)第三者から求められている実施許諾の内容、(ⅲ)第三者から実施許諾を求められた

時期、(ⅳ)第三者から実施許諾を求められていることを示す客観性のある資料又は物件を明ら

かにします。 

 

＊「早期審査に関する事情説明書」は、登録後に閲覧可能となります。上記の説明において、

その状況を明らかにするために営業秘密を示す必要がある場合は、ヒアリング等において明

らかにする旨の表示をして、当該営業秘密の記載を省略することができます。上記（１）～ 

（３）のいずれに該当する状況かという点を除き、そのヒアリング等で聴取した具体的な内

容については公開しません。 

説明 7.1.4 事情説明書の記載事項（スタートアップによる実施関連出願について

の記載内容）（様式③、④） 

スタートアップによる実施関連出願については次の要領でスタートアップによる出願かつ実

施関連出願であることを具体的に記載します。 

権利化について早期審査の適用を受けようとする場合は、「早期審査に関する事情説明書」

の「実施状況説明」の欄には、以下の要領で記載します。 

 

記 録 項 目 等  記 載 要 領  

スタートアップであること

の説明 

・ スタートアップによる出願であることを説明するには、出願人

の全部又は一部が上記 7.1②(i)に示した(ア)から(ウ) までのいず

れかに該当することを記載します。 

実施行為（実施準備行為）の

特定 

・ 出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を

受けた者（ライセンシー）の日本国内での実施行為（実施準備行

為）が当該意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡若しくは輸入

又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を

含む。）のうち、いずれに該当するものであるかを特定して記載

します。 

実施行為（実施準備行為）の

開始時期 

・ 実施行為（実施準備行為）がいつからなされているかを記載し

ます。スタートアップによる出願である場合においては、早期審

査申請から２年以内に生産開始を予定している場合などが実施関

連に該当しますので、その状況を記載します。 

・ 例えば実施行為（実施準備行為）が製造の場合、“令和○○年○
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記 録 項 目 等  記 載 要 領  

○月○○日より製造中”のように記載します。 

・ なお、「早期審査に関する事情説明書」は、登録後に閲覧可能と

な                                                             

ります。上記の説明において、その状況を明らかにするために営

業秘密を示す必要がある場合は、ヒアリング等において明らかに

する旨の表示をして、当該営業秘密の記載を省略することができ

ます。そのヒアリング等で聴取した具体的な内容については公開

しません。 

 

説明 7.1.5 日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示（様式⑤、⑥） 

 外国関連出願であることを理由として早期審査の適用を受けようとする場合は、「早期審査

に関する事情説明書」の「日本国特許庁以外の特許庁への出願の表示」の欄に下記の要領で記

載します。（日本国特許庁以外の特許庁等への出願が複数ある場合には、そのうちの一つにつ

いて、次の要領で記載します。） 

記 録 項 目 等  記 載 要 領  

外国特許庁名 

 

・ 日本国特許庁へ出願した意匠と同一の意匠を出願した日本国特

許庁以外の特許庁または政府間機関名（例えば、米国特許庁）を

記載します。 

出願日 ・ 日本国特許庁以外の特許庁等への出願の出願日を記載します。 

出願番号 ・ 日本国特許庁以外の特許庁等への出願の出願番号を記載しま

す。 

・ なお、「早期審査に関する事情説明書」の提出時に、その正式な

番号を知ることができない場合には、その記載を省略することが

できます。ただし、その後、正式な出願番号を知らされたときは、

遅滞なく、その番号を記載した「早期審査に関する事情説明書補

充書」（様式⑤、様式⑥）を提出しなければなりません。 

 

証拠の表示 ・ 前記外国出願の事実を疎明する次の書類のいずれかの書類名を

記載します。 

ａ．日本国特許庁以外の特許庁等が発行した公報 

ｂ．日本国特許庁以外の特許庁等が交付した出願の受領書、又は  

出願番号通知 

ｃ．日本国特許庁以外の特許庁等の認証がある出願書類の謄本 

ｄ．その他日本国特許庁以外の特許庁等への出願の事実を疎明す  

る書面 

・ 「証拠の表示」に上記の書類を記載した場合には、原則、その第

１頁及び意匠を表した図面頁を表示します。ただし、第１頁のみ

では日本国特許庁以外の特許庁等への出願の事実が疎明できない

場合には、その事実を疎明するために必要な頁を併せて提出しま

す。また「物件名」の欄には「証拠の表示」に記載する書類のう

ち、提出する書類を記載します。例えば、「米国特許庁が交付した

出願番号通知の写し１」のように記載します。 

・ パリ条約に基づく優先権等の主張をともなう日本国特許庁への

意匠登録出願であって、既に優先権証明書を日本国特許庁へ提出

しているときは、「証拠の表示」の欄に、「優先権証明書（令和○

年○月○日提出済につき省略する。 ） 」のように優先権証明書の

既に提出済である旨を記載し、日本国特許庁以外の特許庁への出

願の事実を疎明する書面の提出並びに、「外国特許庁名」、「出願

日」及び「出願番号」の各欄の記載を省略することができます。 
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説明 7.1.6 先行意匠調査（様式①、②、⑤、⑥） 

 「早期審査に関する事情説明書」の提出にあたっては、「先行意匠調査」の結果を記載する

ことが望まれます。先行意匠資料としては、日本国登録意匠公報と公知資料（意匠登録出願日

前に刊行物に記載された資料など）を調査の対象とし、調査に当たっては、自己の意匠の新規

性・創作性を評価する際に参考になると思われる資料を抽出します。 

 

（１）調査すべき先行意匠 

(i)  日本国登録意匠公報 

・特許情報プラットフォーム（J-PlatPat） 

    (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage) 

・独立行政法人工業所有権情報・研修館閲覧室（特許庁内、内線番号 3811） 

(ii)  公知資料 

早期審査の申出を行う出願人は、公知資料についても可能な限り調査を行います。 

 

（２）調査範囲 

・先行意匠調査の調査範囲は、その出願の意匠に係る物品の属する「意匠分類表」の小分類又

は「意匠に係る物品等の例」（※）に記載された関連する主な日本意匠分類の範囲です。 

※「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」別添 

・調査年の範囲は、出願の日の前１５年です。 

 

（３）調査結果の添付 

・先行意匠資料を添付します。資料の添付は、公報又は公知資料についてはそのコピーを添付

します。あるいは、公報についてはその登録番号の記載のみでコピー添付の代わりとしま

す。 

・先行意匠資料が無い場合には、その出願の意匠の背景となる一般的な意匠の水準を示す意

匠資料を添付します。  

https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/pdf/zenkaku.pdf
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説明 7.1.7 自己の意匠登録出願中の意匠の記載（様式①、②、⑤、⑥） 

 「早期審査に関する事情説明書」の提出にあたっては、「先行意匠調査」に加えて、関連意

匠の登録要件（意匠法第１０条）の調査を効率的に行うため、「自己の意匠登録出願中の意匠

の記載」を要請します。 

「自己の意匠登録出願中の意匠の記載」の欄は、以下の要領で記載します。 

 

（１）記載の範囲は、その出願の意匠に係る物品の属する「意匠分類表」の小分類又は「意匠に

係る物品等の例」に記載された関連する主な日本意匠分類の範囲内において、その出願の出願

日と同日に出願した自己の他の意匠登録出願（最終処分が確定していないもの）すべてとしま

す。 

 

（２）記載は、「意願○○○○－〇○○○○○号」のように、意匠登録出願の番号を記載するこ

とにより行います。 

 なお、出願番号の通知を待っている間は、その出願の「出願日」及び「整理番号」を記載し

ます。 
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7.11 早期審査の審査手続等 

7.11.1  審査手続 

（１）選定手続 

「早期審査に関する事情説明書」の提出があった出願に関し、早期審査の対象とするか否

かを、審査長等が選定します。 

＊願書や図面に不備がある場合や出願手数料等が未納である場合など、出願手続に瑕疵があ

り方式指令が通知されている案件や、新規性喪失の例外証明書や優先権証明書類等が提出

されていない案件などは、申出後すみやかに審査着手することができない場合があります。

また、早期審査申出の手続に不備がある場合も同様です。 

（２）選定結果の通知 

審査長等は、選定の結果「対象としない」と判断した場合には、理由を付して出願人（代理

人）に通知します。（オンライン発送のための所定の手続を行った出願人（代理人）には、オ

ンラインにて通知されます。） 

 

（３）審査官による早期審査の処理 

選定の結果、早期審査の対象となった案件については、審査官はすみやかに審査を開始し

（特別の事情がある場合を除く）、着手後の処理においても、遅滞なく処分が終了するように

審査手続を進めます。 

 

 

（４）選定の際の調査等 

「早期審査に関する事情説明書」の記載事項の「実施状況説明」「緊急性を要する状況の説

明」の欄の記載内容について、必要に応じて、ヒアリングによる実施状況・緊急性を要する状

況の確認を行うことがあります。 

7.11.2 提出書類の閲覧 

「早期審査に関する事情説明書」は、意匠登録に関する出願書類等の閲覧と同様、閲覧可能

となります。 

7.11.3 意匠公報への表示 

早期審査の対象になった出願の意匠公報への掲載に当たっては、以下の表示を行います。 

（１）登録意匠目次への「早」表示 

（２）意匠公報への「早期審査対象出願」表示 

 

7.12  早期審査に関するお問い合わせ窓口 

特許庁審査第一部意匠課企画調査班 

Tel: 03-3581-1101  内線 2907 

E-mail: PA1530@jpo.go.jp 


